
原油価格高騰対策

筑紫野市運送事業者等支援金

申請要領

令和４年１１月

筑紫野市企画政策課
運送事業者支援金担当

＜問合せ先＞
受付期間：令和４年1２月１日～令和５年２月28日
受付時間：９時～12時 13時～17時 ※土日祝日を除く
電話番号：０９２-９２５-５５５６



１．申請の流れ

①申請書類を入手する
◆市ホームページからダウンロードしてください。

ページ右中央にＱＲコードがあります。
◆市役所（本庁舎4階企画政策課窓口）に申請書類を設置して
います。

◆申請書の郵送をご希望される場合は、「運送事業者等支援金
担当（TEL092-９２５-５５５６)」にご連絡ください。

②申請書に記入する

③必要書類を添付し申請する

■申請方法・期限
申請方法：郵送申請
申請期限：令和5年2月28日まで(当日消印有効)
＜郵送先＞
〒818-8686 
筑紫野市石崎1-1-1 筑紫野市役所企画政策課
「筑紫野市運送事業者等支援金担当」宛て

④審査

市で、申請内容を審査。書類に不備等があった場合は、
電話等で連絡します。

⑤支援金給付
不備等がなければ、通常3週間程度で決定通知を市から
発送の後、指定口座に振り込みします。
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２．申請の要件を確認する

■支給対象者・対象車両(リース含む)
市内に本社または営業所を有し、令和4年11月24日時点で市内で
事業を営む、中小企業、個人事業主のうち、次に掲げるいずれかの
事業を行う事業者

対象事業 対象車両(リース含む)

トラック運送事業(貨物自動車運送)

事業者が所有もしくはリース契約に基づき借用し
ている下記のいずれも満たす車両(二輪を除く)

(ア)自動車検査証の「自家用・事業用の別」の欄に
「事業用」と記載がある車両(緑または黒ナンバー)

(イ)自動車検査証の「使用の本拠の位置」の欄に筑紫
野市内の住所が記載されている車両

(ウ)自動車検査証の「種別」の欄に「大型特殊自動
車」と記載されていない車両

(エ)被けん引車でない車両

乗合バス事業(一般乗合旅客自動車運送)

貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送)

タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送)

介護タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送)

自動車運転代行業
上記(イ)に加え、公安委員会から認定を受けた登録

車両(随伴用車両)

〇支給対象者の解説

（１）本社とは
・法人登記簿の本店
・法人税確定申告書別表一における納税地

（２）営業所とは
・道路運送法、貨物自動車運送事業法、貨物利用運送事業法に規定する
営業所で運行管理等を行う場所

・本店が市外にある法人にあたっては、使用権限等を証明できるもの
・個人事業者にあたっては、所得税確定申告書の青色申告書又は白色申
告書の事業所所在地

※登記簿等だけで実態がないものは営業所とはみなしません。
※駐車場が筑紫野市内にあっても、営業所が筑紫野市内にないと対象と
なりません。
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（３）中小企業とは
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に
規定する中小企業者であること。

※下表の「資本金の額又は出資額」と「常時使用する従業員の数」
のいずれかを満たす事業者又は個人事業主

■不給付要件
次に掲げるいずれかに該当する場合は、給付対象外
・筑紫野市暴力団排除条例(平成22年条例第14号)第2条第2号に
規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力
団員と密接な関係を有する者のいずれにも該当する者

・令和4年11月25日以降開業の事業者

■留意事項
・ 書類に不備があり、市が申請者に連絡・確認できない場合及び申
請者が追加の書類の提出に応じない場合が相当期間続いたときは、
申請受付から1か月経過した日をもって申請が取り下げられたものと
みなします。

・ 支援金の支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正が発覚し
た場合、市は支給決定を取り消します。この場合、申請者は支援金
を返還していただきます。

・ 審査の過程において、事務局から追加で確認書類を求めることが
あります。これに応じていただけない場合は、支給対象外になりま
す。

・ 申請内容に不備がある場合、不備の修正を依頼します。その際に、
審査に時間を要するので、申請前に内容が適切か確認してください。
なお、軽微な不備（誤字等）については、審査担当者が職権により
申請内容を修正させていただく場合があります。
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３．申請する

■提出書類確認リスト

提出書類

トラック運送事業
乗合バス事業
貸切バス事業
タクシー事業

介護タクシー事業

自動車
運転代行業

掲載
ページ

1 申請書兼請求書(様式第1号) 〇 〇 P.5～6

2 対象車両一覧(様式第2号) 〇 〇 Ｐ.7

3 対象車両すべての自動車検査証の写し 〇 〇 Ｐ.8

4

国土交通大臣からの許可書または更新許可書等の
写し(貨物軽自動車運送事業は事業経営届出書等
の写し)

〇 Ｐ.9

5
運輸局へ提出した直近の事業実績報告書の写し
(貨物軽自動車運送事業を除く)

〇 Ｐ.10

6 公安委員会からの認定証の写し 〇 Ｐ.11

7 対象車両すべての保険または共済証書の写し 〇 Ｐ.11

8
支援金の振込先口座の通帳の写し(振込先口座は、
申請者と同一名義であるものに限る)

〇 〇 Ｐ.12

9 (法人のみ)役員名簿(様式第3号) 〇 〇 Ｐ.13

10 (法人のみ)履歴事項全部証明書の写し 〇 〇 Ｐ.14

11 (個人のみ)直近の確定申告書の写し 〇 〇 Ｐ.15～16

12
(個人のみ)本人確認書類の写し(運転免許証やマ
イナンバーカードの写し等)

〇 〇 -
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申請書兼請求書表面（記入例）
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申請書兼請求書裏面（記入例）
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対象車両一覧（記入例）
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〇事業用のものであること
〇所有者もしくは使用者が、申請者であること
（使用権限があることが証明できること）

〇「使用の本拠の位置」の欄に筑紫野市内の住所が記載されていること
〇「種別」の欄に「大型特殊自動車」と記載されていないこと
〇申請日時点で有効であるもの
〇二輪は、対象外

対象車両すべての自動車検査証の写し
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国土交通大臣からの許可書または更新許可書等の写し（例）

～貨物軽自動車運送事業の場合～

〇令和４年11月24日以前に許可等が
出ていること

〇事業経営届出書の写し
（受付印のあるもの）
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運輸局へ提出した直近の事業実績報告書の写し（例）

※貨物軽自動車運送事業を除く
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公安委員会からの認定書の写し（例）

〇令和４年11月24日以前に認定されていること

対象車両すべての保険または共済証書の写し

【損害賠償責任保険契約等の締結を証する書類】
・代行保険の付保証明書または保険証券の写し
※損害賠償措置（代行保険）は、利用者の自動車を運転中に事故を
起こした場合の損害に対する賠償措置としての保険の締結であり、
国土交通省の規定等により「対人8,000万円」、「車両保険200
万円」が最低補償額となります。
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支援金の振込先口座の通帳の写し

銀行名・支店名・口座種別・口座番号・名義人（カナ）が確認でき
るように、通帳の表面を開いた１・２ページ目の両方を添付してく
ださい。

※電子通帳などで、紙媒体の通
帳がない場合は、電子通帳等
の画面等の画像を提出してく
ださい。
同様に当座口座で紙媒体の通
帳がない場合も、電子通帳等
の画面を提出してください。

ゆうちょ銀行の場合

通帳を開いた１・２ページ目
のここの口座番号を記入して
ください。
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役員名簿(法人のみ)
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履歴事項全部証明書の写し(法人のみ)

〇履歴事項全部証明書は、法務局又は法務局のホームページから
取得することができます。
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直近の確定申告書の写し①(個人のみ)

～国税局管内

4. 2. 10

～合同会場

控え書類に受付印が押印さ
れたもの

〇確定申告書Ｂ 第一表
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〇青色申告決算書（青色申告の場合）

〇収支内訳書（白色申告の場合）

事業所の所在地が市内である
か確認してください。
個人タクシーの場合は、基本
的に自宅が事業所になります。

直近の確定申告書の写し②(個人のみ)
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Q＆Ａ

Ｑ1. 申請書の配布について
Ａ1. 市ホームページに申請書や案内を掲載します。

※申請書類は、市ホームページからダウンロードできます。
郵送が必要な方は運送事業者等支援金担当（092-925-
5556）までご連絡ください。

Ｑ2. 申請期間・申請方法について
Ａ2. 申請は郵送で受け付けます。

受付期間は、令和5年2月28日(当日消印有効)までです。

Ｑ3. 給付までのスケジュールについて
Ａ3. 申請受付後、速やかに審査を行い、適正と認められた時は、交

付決定通知書を発送します。支援金は、受付日からおおむね3週
間で振込となります。なお、書類等に不備があった場合は、修正
が必要となるため、支給に日数を要することになります。

Ｑ4. 自家用有償旅客運送、幼稚園バス、企業の社員送迎バス等は対
象になるか。

Ａ4. 上記は、白ナンバーのため、対象となりません。

Ｑ5. 市外の事業者も対象になるか。
Ａ5. 市内に本社、営業所があることが条件のため、本社が市外でも

営業所が市内にあれば、対象となります。

Ｑ6. 他の補助金と重複することはできるのか。
Ａ6. 他の自治体（県・市町村）が実施する支援金の対象・受給のい

かんは問いません。

Ｑ7. 複数の営業所を有する事業者への給付上限額は。
Ａ7. 営業所数によらず1事業者につき、1回限りの申請で給付上限額

は100万円となります。
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Ｑ8. 一般貨物と軽貨物、路線バスと貸切バス等、複数の事業を営ん
でいる場合は、それぞれ申請できるのか。

Ａ8. 複数の許可を得て営業している場合は、まとめて申請をしてく
ださい。なお、申請は、1事業者につき1回限りで給付上限額は、
100万円となります。

Ｑ9. 個人の事業と法人を設立して事業をしているが、両方支給され
るのか。

Ａ9. 事業者ごとに支給となるので、個人事業者と法人が双方独立し
た別事業者であり、それぞれが要件を満たせば、個人と法人とも
に支給されます。

Ｑ10. 今から起業すれば、支援金はもらえるのか。
Ａ10. 令和4年11月24日時点で営業開始しており、申請時点で営業

を継続していることが条件になります。なお、営業開始は、許可
書等の日付で判断します。

Ｑ11. 給付決定後に増車した車両があるが対象となるのか。
Ａ11. 申請は1事業者につき1回限りのため、対象となりません。

Ｑ12. 休業している場合もしくは休業する予定の場合は、対象とな
るのか。

Ａ12. 申請時点で休業している場合もしくは申請後において、事業
継続の意思が認められない場合は対象となりません。

Ｑ13. 確定申告書の写しに税務署の収受印は必要か。
Ａ13. 収受印は必要です。収受印のある確定申告書の写しを提出し

てください。

Ｑ14. e-taxで確定申告書を行った場合に必要なものは。
Ａ14. 確定申告書の控えと受信通知を提出してください。

Q＆Ａ
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